
特定建設作業の届出について   環境課環境対策係 

 

 田辺市内において、騒音規制法、振動規制法で定められた特定建設作業を伴う建設工事を実施

する場合、同法に基づく届出を行う必要があります。 

 届出が必要な作業は下記のとおりです。 

※特定建設作業一覧               凡例  ○ 該当する    － 該当しない 

特定建設作業の種類 騒音規制法 振動規制法 備考 

くい打機を使用する作業 

    もんけん 

    圧入式 

    アースオーガー併用 

    その他(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏｰ等) 

 

－ 

○ 

－ 

○ 

 

－ 

－ 

○ 

○ 

 

 

 

くい抜機を使用する作業 

    油圧式 

    その他 

 

○ 

○ 

 

－ 

○ 

 

くい打くい抜機を使用する作業 

    圧入式 

    その他 

 

－ 

○ 

 

－ 

○ 

 

びょう打機を使用する作業 

    リベッティングハンマ 

    その他 

 

○ 

－ 

 

－ 

－ 

 

さく岩機を使用する作業 

    ブレーカー（手持ち式） 

（チッパー） 

    その他のブレーカー（アイヨン等） 

    その他(ﾚｯｸﾞﾄﾞﾘﾙ、ｽﾄｰﾊﾟ、ﾄﾞﾘﾌﾀ) 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

－ 

－ 

○ 

－ 

一日における 2 地点間

の移動距離が、50ｍを超

える作業は除く。 

空気圧縮機を使用する作業 

(電動機以外の原動機を使用し、定格出

力が 15kW以上のもの) 

○ － 
さく岩機と併用するも

のは除く。 

コンクリートプラントを設けて行なう作業 

（混練容量 0.45ｍ３以上） 
○ －  

アスファルトプラントを設けて行なう作業 

（混練容量 200kg以上） 
○ －  

鋼球による破壊作業 － ○  

舗装版破砕機を使用する作業 － ○ 

一日における 2 地点間

の移動距離が、50ｍを超

える作業は除く。 

掘削機械を使用する作業 

  バックホウ 

（原動機の定格出力が 80Kw 以上のもの） 

  トラクターショベル 

（原動機の定格出力が 70kw 以上のもの） 

  ブルドーザー 

（原動機の定格出力が 40kw 以上のもの） 

○ － 
環境大臣が指定したも

のを除く。※ 

規制基準（敷地境界線上） 85dB 75dB  

※一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの（平成９年９月 22日環境庁告第 54号）

を除く。「低騒音型建設機械一覧表」（国土交通省ホームページ） 

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/souonshindou.htm 参照 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/souonshindou.htm
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/souonshindou.htm


特定建設作業届出上の注意点 

１ 特定建設作業実施届出書について 

(1)様式について 

  田辺市では、 

・騒音規制法施行規則、振動規制法施行規則に規定の様式第９ 

  ・田辺市作成の簡易様式 

による届出を受けています。 

田辺市簡易様式については、当ホームページからダウンロードしてください。 

騒音、振動規制法については 

・環境省ホームページ     

 http://www.env.go.jp/index.html 

  を参照ください。 

(2)法令について 

くい打機のうち、もんけん、圧入式、アースオーガー併用以外の機器、くい抜機のうち、

油圧式以外の機器、くい打くい抜機のうち、圧入式以外の機器、さく岩機のうち、ブレーカ

ー（アイヨン等）を使用する作業を行う場合、騒音規制法と振動規制法の双方による規制と

なりますので、双方の各様式で同内容を記載の上作成いただくか、当市の簡易様式内記載の

騒音規制法と振動規制法の□にレ印を記載してください。 

(3)届出を要する作業について 

   前記特定建設作業一覧に該当する作業です。 

   (ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。) 

(4)届出を要する地域について 

   田辺市内については全ての地域において、騒音規制法、振動規制法に基づく届出を要しま

す。 

 (5)届出者について 

   届出者は当該建設工事の元請業者となります。 

   届出者印は元請業者の本支店あるいは営業所の長による公印としてください。 

元請業者がＪＶ（共同企業体）等である場合は、当該特定作業に主として関わる業者が届

出てください。 

(6)届出期限 

    当該特定建設作業開始日の前日から遡り７日前までとなります。 

  （例）5/22  5/23  5/24  5/25  5/26  5/27  5/28  5/29  5/30 

      ☆                                ★ 

   提出期限日            7日間                実施日 

   

提出期限後は代表者名による「遅延理由書」を添付して早急に提出してください。 

(7)建設工事の名称 

    工事箇所の名称を含む具体的な工事名で記入願います。 

(8)特定建設作業の種類 

   該当する使用機器の□にチェック願います。 

(9)使用する機械の名称 

    機械の名称及び型番、台数を全て記入願います。 

(10)特定建設作業の場所 

    田辺市以降番地、当該箇所の名称まで記入してください。 

(11)実施期間 

   特定建設作業の開始から終了の日及び作業を行う延べ日数を記入してください。 

提出する最長の工期は翌年度の末までとします。 

作業実施予定日数については「内○日間」と記載して頂き、添付の工程表に実施日を記入

願います。 

(12)特定建設作業の開始及び終了の時刻 

  作業開始、終了時刻は午前７時から午後７時までの間とし、実働時間は 10時間以内として

ください。 

http://www.env.go.jp/index.html


   作業日については、日曜日、祝日を除いた作業日を設定して記入願います。 

   やむを得ず、夜間、日曜日、祝日に作業を行う必要がある場合には道路使用に関する許可

等の書類を添付してください。 

   枠内に記入出来ない場合、枠内には、「別添工事工程表のとおり」と記入し、同工事工程表

に詳細を記入願います。 

   上記条件に合致しない工事の場合は、田辺市役所環境課までお問い合わせください。 

(13)騒音・振動の防止方法 

    具体的な内容を記載願います。 

 

２ 届出書類 

  下記の書類を作成いただき、番号順に編纂し、正副として計２部提出してください。 

       (1) 特定建設作業実施届出書（代表者押印のもの） 

      ※特定建設作業実施届出書の下部に捨印（代表者と同じ印）を押してください。 

(2) 建設現場付近及び建設現場の見取図 

(3) 工事工程表 

（全工事工程の概要を示したもので、特定建設作業の工程も明示されているもの） 

    (4) 確約書（代表者押印のもの） 

(5) 特定建設作業に使用する機械の諸元等 

（カタログ等のコピー又は図面で機種名が明示されているもの） 

   

３ その他の注意事項 

 (1)期間については天候等を考慮いただき、余裕を持った日程で設定願います。やむを得ず期

間延長を行う場合は、期間終了日の前日から遡り７日前までに、当課受付印を押印した届出

書の控え、及び変更の工程表２部、新たな届出書２部を作成し、提出してください。 

   なお、工事内容、作業の種類の変更、機種の変更についても、同様に届出書の控え、変更

となった内容の書類を添付し、新たな届出書２部を作成して提出してください。 

  (2)災害その他の非常事態に係る作業、人の生命、身体の危険防止に係る緊急の作業、道路法

及び道路交通法による許可条例に係る作業、鉄道又は軌道の正常な運行の確保に係る作業に

ついては、騒音、振動の基準並びに作業時間、作業日について緩和した内容で受理出来る場

合があります。 

  (3)アスベストを含む解体工事を実施する場合は、特定粉じん排出等の作業に該当しますので、

別途届出が必要となります。詳しくは田辺保健所へお問合せください。 

 

４ 行政指導 

   田辺市は、特定建設作業に伴って発生する騒音、振動が規制基準に適合しないことにより、

周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、期限を定めてその事態を除去するため

に必要な限度において、騒音、振動の防止方法や作業時間等を変更すべきことを勧告するこ

とができます。 

更に、勧告後も同様の特定建設作業を継続している際は、期限を定め、その事態を除去す

るため、必要な限度において、騒音、振動の防止方法や作業時間等の変更を命じます。 

                        （騒音規制法第 15条、振動規制法第 15条） 

  

５ 罰則 

適切な届出をしない場合や、改善命令等に従わない場合、懲役または罰金が科せられます。  

更に、従業員等が業務に関して違法行為を行った場合、行為者のみならず経営者に対しても

罰金等が科せられます。  

               （騒音規制法第 30条～第 33条、振動規制法第 25条～第 28条） 

   

６ 工事関係者への要望事項 

           行政機関には建設工事に伴う騒音・振動・粉じん等の苦情が度々寄せられます。円滑な工

事実施の為にも作業開始前に周辺住民に工法・作業日程等の説明を十分に行い、周辺の生活環

境を損なうことのないよう、できるだけ低騒音・低振動の工法や機械を採用し、防音シート等

の適切な設置、散水の実施等、対策を行い苦情の未然防止に努めてください。 



  

７ 提出先及び問合せ先 

市民環境部 環境課 環境対策係 

         TEL 0739-26-9927 

 FAX 0739-26-7255 

 

※提出及び問合せにつきましては、土、日、祝日、年末年始等の閉庁日を除く 

午前８時 30分～午後５時 15分までの間にお願いします。 


